
•県の委託事業者が、職場環境改善や人材育成など、改
善の取組に関する相談に応じ、宣言事業者を支援します

•宣言事業者であることを県のホームページで公表します

•県の人材確保に係る支援策の優遇措置を受けることが
できます

認定を

受けると

•職場全体で取り組むことで職員のスキルアップやモチ
ベーションのアップにつながります
→ 介護職員の離職防止、定着促進につながります

•取組を学生や地域に広くアピールすることができイメージ
アップにつながります
→ 魅力的な取組を行っている事業者への参入が促進さ
れます

効果

•事業主（管理者）と職員が一体となって取り組む仕組み
です

•現状把握を行って自らの課題を抽出するため、それぞ
れの法人（事業所）に応じた目標を設定できます

•段階的に改善の取組を行えます

特徴

群馬県では、若者や求職者等の介護業への参入を促進するとともに、職員の

定着を図るため、人材育成及び処遇・職場環境の改善に積極的に取り組むこと

を宣言し、その取組を広く公表する介護事業者を「ぐんま介護人材育成宣言事

業者」として認定します。



現状把握・課題抽出

•CHECK＆ACTION25を活用し、
現状を把握して課題を抽出し
ます

宣言項目の決定・申請

•重要性、緊急性等を考慮し、
宣言項目を決定し、県に申請
します

改善の取組

•宣言項目の実現に向けた取
組を行います

取組結果の報告

•取組結果を評価し、県に報告
します

事業者認定の流れ

• 確実にステップアップできるよう

段階的に取組を行うことを推奨し

ています

【県】

•認定証交付

•ホームページで公表

【県】

•ホームページで公表
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• 取組は、法人単位でも事業所

単位でも申請可能です

はじめにスタートアップセミナーを受講！

まずは小さな

一歩から！
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現状把握の結果

• 相対的にポイントが低い項目

• 事業主（管理者）と職員の認識の差が

大きい項目

などを参考に、改善に取り組むべき課題を

抽出します

• CHECK＆ACTION25を活用して、事業主（管理者）と職員、それぞれの現状認識を把握します

• 職員の現状認識は、全職員に対して無記名アンケートを実施し、その平均点を採用します



宣言書の内容

• はじめからたくさんの項目に目標を

設定するのではなく、段階的に、確

実にステップアップすることを目指

した目標設定を推奨しています

• 取組期間終了後、結果を公表します

• 目標が達成できたら次の宣言へ！

できなかったら、もう一度チャレンジ

できます

改善の取組を行う項目のほか、既にしっかり取り

組めている項目があれば任意で記載してください

【自己評価】

事業主（管理者）・職員両方の評価で判断します

◎十分達成 ○概ね達成 △不十分 ×未達成

「将来の目標」達成のための取組期間です

• 宣言書は、基本情報、宣言情報、法人情報で構成されています

• 法人情報の記載は任意ですが、アピールしたい項目は積極的に記載

していただくことを推奨しています

働きやすい職場、職員を育てられる職場には人が集まります。

みんなでステップアップを目指しましょう！

これから介護の仕事を始めようとする人は、職場選びの参考にしてください。

宣言事業者はこちらから確認できます
ＵＲＬ：http://www.pref.gunma.jp/02/d23g_00013.html
トップページ> 健康・福祉> 高齢者・介護> (介護人材の確保・育成)> ぐんま介護人材育成宣言事業者を公表します

頑張っている
介護事業者が
わかるね

http://www.pref.gunma.jp/02/d23g_00013.html

